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2010年5月7日 

製品安全データシート（MSDS） 
 

１．製品及び会社情報 

製品名    タッピング液 “ニュータップフリー” 

主成分    メチレンクロライド（ジクロロメタン）、ブチルエステル 

会社名    田中インポートグループ株式会社 

住所    〒542-0012 大阪市中央区谷町７丁目2-2-203 

電話番号   06-6768-3173 

Fax番号   06-6762-3806 

 

２.危険有害性の要約 

（1)重要危険有害性及び影響： 

・引火点がなく、実用上は不燃性と考えてよい。火気等と接触して分解し、有毒ガスを発生することがある。吸

入や皮膚から体内に吸収され、中枢神経系や血液に影響を及ぼす。 

・麻酔作用があり、暴露が続くと、酩酊状態となり、意識不明、昏睡となって死亡することもある。又、吸入や皮

膚や粘膜が、蒸気や液に長時間又は繰り返し接触すると体内に吸収され、中枢神経系や血液に影響を及ぼ

す。 

（2)特有の危険有害性： 

・急性毒性物質（有機溶剤中毒予防規則 第２種有機溶剤） 

・その他の有害性物質（変異原性が認められた既存化学物質 労働省労働基準局長通達） 

・その他有害性物質（哺乳動物に対する発がん性が明らかになった化学物質 厚労省労働基準局長通達） 

（3)GHS分類： （成分分類結果） 

 成分名 メチレンクロライド アミレン (安定剤 ) 

 危険・有害性項目 GHS分類 (日本) GHS分類該当 GHS分類非該当 * 

 
 

 
 

 
 

 
 

火薬類 分類対象外 分類対象外 

可燃性・引火性ガス 分類対象外 分類対象外 

可燃性・引火性エアゾール 分類対象外 分類対象外 

支燃性・酸化性ガス 分類対象外 分類対象外 

高圧ガス 分類対象外 分類対象外 

引火性液体 混合物として引火点なし 

可燃性固体 分類対象外 分類対象外 

自己反応性化学品 分類対象外 区分外 

自然発火性液体 区分外 区分外 

自然発火性固体 分類対象外 分類対象外 

自己発熱性化学品 分類できない 分類できない 

水反応可燃性化学品 分類対象外 分類対象外 
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酸化性液体 分類対象外 分類対象外 

酸化性固体 分類対象外 分類対象外 

有機過酸化物 分類対象外 分類対象外 

金属腐食性物質 分類できない 分類対象外 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

急性毒性（経口） 区分4（ATE変換値500mg/kg) データなし 

急性毒性（経皮） 分類できない データなし 

急性毒性（吸入：ガス） 分類対象外 データなし 

急性毒性（吸入：蒸気） 区分外 データなし 

急性毒性（吸入：粉塵、ミスト） 分類できない データなし 

皮膚腐食性・刺激性 区分2 データなし 

眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性 区分2A データなし 

呼吸器感作性 分類できない データなし 

皮膚感作性 分類できない データなし 

生殖細胞変異原性 区分外 データなし 

発がん性 区分2 データなし 

生殖毒性 分類できない データなし 

特定標的臓器・全身毒性（単回暴露） 
区分1：(中枢神経系、呼吸器)

区分3：(麻酔作用) 
（肺：呼吸障害） 

特定標的臓器・全身毒性（反復暴露） 区分1：(中枢神経系、肝臓) データなし 

吸引性呼吸器有害性 分類できない データなし 

環境 

有害 

水生環境急性有害性 区分2 データなし 

水生環境慢性有害性 区分2 データなし 

*ｻﾌﾟﾗｲﾔｰMSDS等を基に記載 

（4）ラベル要素： 

絵表示又はシンボル： 

     

 

 

注意喚起語：  『危険』 

危険有害性情報： 

・飲み込むと有害 

・皮膚刺激および強い眼刺激 

・遺伝性疾患のおそれの疑い 

・発がんのおそれの疑い 

・単回暴露による臓器（中枢神経系、呼吸器）の障害、眠気またはめまいのおそれ（麻酔作用） 

・長期または反復暴露による臓器の障害（中枢神経系、肝臓） 

・水生生物に毒性 

・長期的影響により水生生物に毒性 
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注意書き：  

【取扱い注意】 

・本品は変異原性が認められた既存化学物質です。 

・ご使用前に必ず製品安全データシート(ＭＳＤＳ)をご参照下さい。 

・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないで下さい。 

・火気等、熱源の近くでは取扱わないで下さい。 

・取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。 

・取扱いは出来るだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護メガ

ネ、保護手袋等を着用して下さい。 

・こぼれた場合には、布で拭き取り密閉できる容器に保管後、適正に処分して下さい。 

・目に入った場合には、直ちに清浄な流水で洗眼し、医師の診察を受けて下さい。 

・誤って液を飲み込んだ場合には、直ちに医師の手当てを受けて下さい。 

・取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行って下さい｡ 

・貯蔵・保管する時は、容器キャップで密栓し、熱源から隔離された換気のよい屋内の一定の場所に貯蔵・保管

して下さい｡ 

・容器の取扱いは慎重に行い、絶対に落下方法による荷降しは行わないで下さい。また、手環付容器にあって

は、手環を61.2kgを超える荷重で引っ張らないで下さい。 

・キャップ封印の開封時には手を切傷しないよう保護手袋を着用し、ドライバー等の適切な工具を使用して下さ

い。 

・容器を踏み台代わりに使用する等、容器本来の目的以外には使用しないで下さい。 

 

〈第二種監視化学物質〉の環境汚染防止のための注意事項 

・地下への浸透や大気への蒸発を避けるため、貯蔵又は使用中に液をもらしたり、こぼしたりしないで下さい。 

・廃液、汚泥等の廃棄、埋め立て、下水道や河川への放流などを絶対に行わないで下さい。 

・廃棄に当たっては、自社で適正に処理を行うか許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業者に委託して下さ

い。 
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３．組成及び成分情報  （単一物質又は混合物） 

(１)単一物質又は混合物の分類：  混合物 

(２)組成及び成分情報： 

 成分情報 

化学名又は一般名 メチレンクロライド アミレン(安定剤） ブチルエステル 

別名 

塩化ﾒﾁﾚﾝ、ﾒﾁﾚﾝｸﾛﾗｲﾄﾞ 

(Methylene chloride) 

2ﾒﾁﾙ -2ﾌﾞﾃﾝ 

（ 2-Methyl-2-butene） 

 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼﾞｸﾛﾙﾒﾀﾝ 

(Dichloromethane) 

ｱﾐﾚﾝ 

（ Amylene） 

ﾒﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾘﾄﾞ、二塩化ﾒﾁﾚﾝ 

(Methylene dichloride) 

ﾄﾘﾒﾁﾙｴﾁﾚﾝ 

（ Trimethylethylene） 

ɓｲｿｱﾐﾚﾝ 

（ɓ-Isoamylene） 

化学式 CH2Cl2 (CH3)2C=CHCH3  

分子量 84.9 70.1  

CAS番号 75-9-2 513-35-9 68201-35-2 

官報公示番号(化審法・安衛法) (2)‐36 (2)‐19 （8）-602 

TSCA番号（USA） 75-09-2 513-35-9  

EINECS番号（EU） 200-838-9 208-156-3  

分類に寄与する不純物等 情報なし 情報なし  

濃度又は濃度範囲 10％ 0.1%未満 9.9％ 

 

 

４．応急措置 

専門家による治療までの救急措置は被災者の障害や暴露の状況で異なるが、被災してからの救急措置、治療

が行なわれるまでの時間がその後の結果に重大な影響を及ぼすので、可能な限り迅速に行なう。 

吸入した場合： 

・応急措置をする者は、有機ガス用防毒マスク、空気呼吸器等呼吸用保護具を着用して、患者を直ちに新鮮な

空気の場所に移し、毛布等でくるんで保温して安静にさせる。 

・気分が悪い時は医師の診断を受ける。 

・呼吸していて嘔吐がある場合には、頭を横向きにする。 

・呼吸困難または呼吸が停止している時は、直ちに人工呼吸を行い、速やかに医師の手当てを受けさせる。 

皮膚に付着した場合： 

・汚染された作業服、靴等は、直ちに脱がせる。皮膚に付着、又は接触部は直ちに大量の水、及び石けんで洗

い流す。 

・外観に変化が見られたり、痛みが続く場合には、直ちに医師の診断を受けさせる。 
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目に入った場合： 

・直ちに清浄な流水で約15分間以上洗眼し、医師の手当てを受ける。 

・洗眼の際、眼やまぶたに残存しないように、まぶたを指でよく開き、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡る

ようにして洗浄する。 

・コンタクトレンズを使用している場合には、固着していない限り取り外して洗浄を続ける。 

飲み込んだ場合：  

・無理に吐かせてはいけない。揮発性液体であるから、吐き出させるとかえって危険が増す。 

・水で口の中を洗わせてもよい。速やかに医師の診断を受けさせる。 

・患者に意識のない場合には、口から何も与えてはならない。 

予想される急性症状及び遅発性症状：  

・眼、皮膚に対する接触：発赤、痛み、薬傷。吸入：めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識 

応急措置をする者の保護：  

・必要に応じて有機ガス用防毒マスク、空気呼吸器等呼吸用保護具、手袋等の保護具を着用する。 

 

５．火災時の措置 

最小着火エネルギーが高く、通常の条件では燃えないので、火災の危険性は小さい。高濃度の蒸気やミストを

強熱すると急激な分解を起こし、爆発する。高酸素濃度雰囲気でも燃焼・爆発の危険性がある。 

消火剤 ：  

・散水、二酸化炭素、粉末消火器、耐アルコール性泡消火剤 

特有な危険有害性：  

・火炎によって高温に加熱されたり、裸火と接触すると分解し、塩化水素、ホスゲン等の刺激性、毒性又は腐食

性のガスを発生する。 

・火災時、風通しの悪い場所には、メチレンクロライド蒸気及び火災により生じた塩化水素、ホスゲン等の有毒

ガスが存在するので、空気呼吸器、防毒マスク、化学用保護衣等の保護具を着用して消火作業を行う。 

・火災によって容器が加熱されると、内圧が上がり容器が爆発するおそれがある。 

・メチレンクロライドの蒸気は空気より重く、低い場所や密閉された空間に高濃度に滞留し易い。作業に当って、

窒息に充分注意する。 

・クリーンルーム等の隔離された室内では窒息の可能性があるので二酸化炭素や粉末消火器の使用は充分

注意すること。 

特有の消火方法：  

・消火作業は風上から行う。 

・散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、散水以外の適切な消火剤を利用する。 

・危険でなければ火災区域から容器を移動する。移動不可能な場合には大量の水で容器を十分に冷却する。 

消火を行う者の保護： 

・適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 
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６．漏出時の措置 

漏出場所の周辺にロープを張るなどの処置をして、関係者以外の人の立ち入りを禁止する。 

人体に対する注意事項： 

・屋内で漏出した場合は、処理が終わるまで十分に換気を行なう。 

・漏出現場内の蒸気濃度は、許容濃度を遥かに超えていると考えられるので、作業には必ず有機ガス用防毒

マスク、空気呼吸器等呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣等を着用して作業を行なう。 

除去方法： 

尐量の場合： 

・メチレンクロライドが、下水や排水溝ヘ流出、また地下へ浸透することのないように、活性炭等に吸着又は乾

燥した砂等に吸収させ、密閉できる容器に保管する。 

多量の場合： 

・ポンプ等によりメチレンクロライドをくみ取り、密栓できる金属容器へ移替え、残ったものは活性炭等による吸

着、ぼろ布等による拭き取りを行い、密閉できる容器に保管する。 

・メチレンクロライドを吸着又は吸収したものは、特別管理産業廃棄物として適切に処分する。 

（「13．廃棄上の注意」の項参照） 

環境に対する注意事項：  

・除去方法に従ってできる限り回収し、排水、水源、土壌等の環境基準を遵守する。 

 

７．取扱い及び保管上の注意 

共通事項： 

メチレンクロライドは有機溶剤中毒予防規則の第２種有機溶剤に指定されおり、労働安全衛生法及び関連法令

等に定められた事項を遵守し、取扱い・保管すること。有機溶剤中毒予防規則で定められた遵守しなければな

らない事項の概要は次の通り。 

①設備：蒸気の発散源を密閉する設備又は局所排気装置の設置  

②管理：有機溶剤作業主任者の選任､作業場の巡視､装置の点検､有機溶剤等の使用の注意事項等の掲示､

有機溶剤の区分の表示など 

③作業環境の定期測定と記録の保存 

④健康診断の実施と記録の保存 

⑤保護具の使用 

⑥貯蔵及び空容器の処理 

・メチレンクロライドの譲渡者・提供者から化学物質等安全データシート（MSDS）の亣付を受ける。MSDSや全て

の安全注意事項を読み、理解してから取扱う。 

・事業者は、MSDSを作業場の見やすい場所に常時掲示するか、又は備えつけ等の方法により作業者に周知

する。 

・貯蔵及び取扱い場所の床面は、原則としてコンクリート等の地下へ浸透が防止できる材質とする。コンクリート

のひび割れに留意する。 

・メチレンクロライドの蒸気は、空気の約3倍と重いため、低い所に滞留しやすいから、吸引式排気装置を床面

に近いところに設置する。 
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取扱い： 

・取扱いの際には、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、保護手袋等保護具を着用する。 

（｢8．暴露防止及び保護措置｣の保護具参照） 

・屋内又は設備内で取扱う場合は、適切な排気装置を設け、管理濃度以下に保つ。メチレンクロライドの蒸気は

空気より約3倍重く、低い所に滞留しやすいので吸引式排気を床面に近いところに設置する。 

・取扱い場所の付近には洗眼、洗顔、シャワー、うがい、手洗い等の設備を設ける。 

・取扱い後には身体、顔、手、眼等をよく洗う。コンタクトレンズを着用して作業すると、眼を損傷することがある

ので取り外して洗浄をする。  

*設備内で作業する場合 

・メチレンクロライドを使用したタンク、ピット、蒸留装置等の設備の内部清掃又は点検等のため、設備内部に人

が入らねばならない場合には、有機溶剤中毒予防規則（第26条タンク内作業）に定められている措置を講ず

る。 

・作業開始前、設備にメチレンクロライドが流入するおそれのない開口部をすべて開放する。 

・メチレンクロライドを排出し、かつ、設備に接続するすべての配管からメチレンクロライドが設備内部に流入し

ないようにする。 

・水又は水蒸気を用いて設備の内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気等を設備から排出する。 

・送風機で設備の容積の３倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又は設備に水を満たした後、そ

の水を設備から排出する。 

・設備内のメチレンクロライドの残留濃度及び酸素濃度を測定する。 

測定又は検知した濃度は適正な管理濃度であること。 

測定方法：ガスクロマトグラフ分析法－直接捕集法、又は固体補集法（シリカゲル管又は活性炭管） 

検知管法：ガス検知管法、検知管は簡易測定方法であるが、より正確にガスクロマトグラフ分析法による

測定が望ましい。 

・作業者は、ホースマスク、エアーラインマスク等の送気式マスク及び保護手袋等保護具を着用する。 

・設備等の外部に監視人を置き、設備内の作業者を監視させる。決して一人で作業をしてはならない 

・作業者の身体がメチレンクロライドにより汚染された時、及び作業が終了した時は、直ちに身体を洗浄して汚

染を除去する。 

・万一、事故が発生した時に、設備内部の作業者を直ちに退避させることができる設備又は器具等を整備して

おく。 

*詰替え時の作業 

・詰替え作業は、SUSやテフロン材質の手動又は自動ポンプを使用し、飛散又は流出させないように注意して

作業を行い、ポンプは他の溶剤と併用しない。 

・液面に注意して、あふれないようにする。必要に応じて受皿等を使用して漏出させない。 

・ローリーから貯蔵タンク等に受け入れる場合には、飛散又は流出しないように行う。又、ホース接合部から液

が漏出しないように注意して作業を行い、受け入れ後のホースを取り外す際には、ホース内の残液はこぼさな

いように注意して容器に受け取る。 

・メチレンクロライドは低沸点溶剤であるため、雰囲気温度が高い時は容器に内圧がかかっているので、開栓

作業は有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋を着用して除々に行う。 
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保管上の注意： 

・推奨される容器は､ドラム(リン酸亜鉛処理鋼板)､タンク(ステンレス鋼板)､ガラス瓶(試薬用)である｡ 

・容器の蓋又は栓のパッキンには､腐食されない材料を用いる｡通常､ポリエチレン(共重合物は不可)､フッ素樹

脂製シート等が用いられる｡ 

・屋外でドラム等により貯蔵する場合は､屋根をつける､カバーをかける等の処置をする。 

・屋外貯蔵タンクは､断熱施工を行い､タンク内の塩化メチレンの温度を下げるため冷却装置を設置することが

望ましい。 

・密閉容器に入れ､直尃日光や雤水を避けて40 ℃以下の涼しくて換気の良い場所(冷暗所等)に貯蔵する。高

温、多湿の場所では容器の腐食、変形、液漏れの原因となる。 

・一旦開栓した容器を保管するときは､密栓する｡ 

排出抑制及び回収再利用： 

・大量に使用して蒸散する量が多いときや､水と混合したものについては､活性炭吸着や水分離器によりできる

限り回収して再利用する。 

・使用済みの廃液等は､できる限り蒸留により回収して再利用する｡移替え等に当っては､受け皿を使用し､液面

の高さに注意するなど､できる限りこぼさないよう注意する｡  

・ローリーからの移替えの場合には､ホース内の残液の処理を安全に行う。 

 

８．暴露防止及び保護措置 

設備対策： 

・蒸気の発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設置する｡(有機溶剤中毒予防規則) 

・取扱い場所の近くに洗身シャワー､手洗い､洗眼設備を設け､その位置を明瞭に表示する。 

暴露限界値 メチレンクロライド アミレン(安定剤) ブチルエステル 

管理濃度：(労働安全衛生法) 50ppm なし なし 

許容濃度：日本産衛学会('05） 

最大許容濃度： 

(常時この濃度以下に保つこと) 

50ppm(170mg/m 3) 

100ppm(340 mg/m 3) 
なし なし 

ACGIH('05)：TWA(8hr時間荷重平均) 

TLV-STEL 
50ppm なし なし 

OSHA('98)：PEL(8hr時間荷重平均) 

EL(15分短時間暴露限度) 

25ppm 

125ppm 
なし なし 

 

測定方法： 

ガスクロマトグラフ分析法－直接捕集法 

ガスクロマトグラフ分析法－固体補集法（シリカゲル管又は活性炭管） 

検知管法 

保護具： 

・呼吸器系の保護具：   有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器等 

・手の保護具：        保護手袋（耐溶剤型） 
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・眼の保護具：        安全ゴーグル、顔面シールド等 

・皮膚及び身体の保護具： 労働衛生保護衣、長靴、前掛け等（耐溶剤型） 

 

９．物理的及び化学的性質 

項目 メチレンクロライド アミレン(安定剤） ブチルエステル 

物理的状態、形状、色など 無色の液体 無色の液体 黄色液体 

臭い 特有の臭気（甘い芳香臭） 特有の臭気 油脂臭 

ｐH 6～8(抽出水) 情報なし 該当しない 

融点 -95.1℃ 情報なし 情報なし 

沸点 40.2℃ 38.6℃ 情報なし 

引火点 混合物として引火点なし 180℃ 

爆発範囲（特性） 14～22vol%(空気中) 

15.5～ 66.9vol%(酸素中) 

情報なし 情報なし 

  

蒸気圧 46.5ｋPa(348.9mmHg,20℃) 14.3psia(37.8℃) 情報なし 

蒸気密度（空気 =1) 2.93(計算値 ) 情報なし 情報なし 

比重 (相対密度） 1.329(20℃/20℃) 0.668(15.6/15.6℃) 0.91 

水に対する溶解度 2.0g/100ml（ 20℃) 微量 水に不溶 

溶媒に対する溶解度 自由に混合 情報なし 情報なし 

n-オクタノール/水分配係数 log Pow= 1.25,1.51 情報なし 情報なし 

自然発火温度 662℃ 情報なし 情報なし 

分解温度 ﾃﾞｰﾀなし 情報なし 情報なし 

蒸発速度（揮発性） 14.5(n-酢酸ﾌﾞﾁﾙ=1,25℃) 情報なし 情報なし 

 

１０．安定性及び反応性 

爆発性： 

・液体は、空気中では引火点がないため、通常の使用条件では引火・火災の危険性はない。 

しかし、ドラム等メチレンクロライドを含んだ密閉容器に溶接の火等の高エネルギーの火源を当てると爆発の危

険性がある。高酸素濃度雰囲気でも燃焼・爆発の危険性がある。 

・分解・爆発が起こると塩化水素等の有害ガスが発生する。 

反応性： 

・メチレンクロライドは、乾燥状態では290℃でも空気による酸化や熱分解は受けない。 

・尐量の溶解水は100℃以下ではほとんど影響しないが、過剰の遊離水が存在すると60℃で加水分解が認めら

れ、金属を腐食する。 

・180℃で水と長時間加熱すると、ギ酸、塩化メチル、メタノール、塩酸や一酸化炭素等を生成する。 

マグネシウム等の軽金属、強塩基、硝酸と激しく反応し、発火・爆発を起こす可能性がある。  

・ある種のプラスチックス、ゴム、被膜剤を侵す。 

 

 



 

 

 10 / 24 

 

１１．有害性情報 

 メチレンクロライド アミレン (安定剤 ) ブチルエステル 

急性毒性： 

経口 

区分4（飲み込むと有害）： 

ラット LD50：100mg/kg、 

ラット LD50：1600mg/kg 

情報なし 情報なし 
経皮 分類できない：データなし 

吸入(ガス) 分類対象外 

吸入(蒸気) 
区分外： 

ラット LC50(6hr)=53mg/L 

吸入(粉塵,ﾐｽﾄ） 分類できない：データなし 

皮膚腐食性・刺激性： 

区分2（皮膚刺激）：ウサギ皮膚

刺激性試験、中等度の刺激

性、皮膚腐食性はなかった。 

情報なし 情報なし 

眼に対する重篤な損傷・刺激性： 

区分 2A（強い眼刺激）：ウサギ

眼刺激性試験：眼瞼の中等度

～し重度の炎症がみられた。ヒ

トで、軽度の刺激あり。 

情報なし 情報なし 

呼吸器感作性： 分類できない：データなし 情報なし 情報なし 

皮膚感作性： 分類できない：データなし 情報なし 情報なし 

生殖細胞変異原性： 

区分外：経世代変異原性試験

（優性致死試験）：陰性、体細

胞in vivo変異原性試験（小核

試験、染色体異常試験）：陰

性、マウス吸入暴露：小核染色

体異常、ＳＣＥで弱陽性結果が

あるが、反応弱く不明確/結論

できない。 

情報なし 情報なし 

発がん性： 

IARC 
グループ2B：（ヒトに対して発が

ん性を示す可能性がある物質） 

情報なし 情報なし 

NTP 
Ｒ：（ヒト発がん性があると合理

的に予測される物質） 

EPA 

Ｂ2：（動物での十分な証拠に基

づいて、おそらくヒト発がん性

物質） 

ACGIH 

Ａ３：（動物に対して発がん性が

確認された物質であるが、ヒト

への関連性は不明） 

ＮＩＴＥ 区分2：(発がんのおそれの疑い ) 
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生殖毒性： 分類できない：データなし 情報なし 情報なし 

標的臓器・全身毒性(単回暴露)： 

区分1（中枢神経系、呼吸器の

障害）、区分3（眠気又はめまい

のおそれ）： ヒト：チアノーゼ、

頭痛、胸部痛、見当識障害、進

行性の警戒性喪失、疲労感と

無気力状態の亢進、記憶喪

失、時間感覚の喪失、視覚機

能検査で臨界 flickerfrequency

減尐、神経行動学的影響 (警

戒心の混乱、複合警戒追跡行

動の障害 )、肺の出血を伴う浮

腫、皮膚の炎症、硬化を伴う肺

炎、小脳扁桃ヘルニアを伴う大

脳浮腫、等の中枢神経系、麻

酔作用及び肺疾患の記述。実

験動物：気管支、細気管支上

皮細胞の壊死、クララ細胞の腫

大と空胞化、細胞分裂の軽度

亢進、体性感覚惹起反応と脳

波に変化が見られる。 

情報なし 情報なし 

標的臓器・全身毒性(反復暴露)： 

区分１（中枢神経系、肝臓）： 

ヒト：断続的頭痛、吐き気、眼の

ちらつき、息切れ、一過性の記

憶障害、脳波検査で右脳の障

害、曝露後に幻聴及び幻視を

ともなう脳症出現、知能障害を

ともなう記憶障害と平衡感覚喪

失、両側性一過性側頭葉の変

性、等の症状。 実験動物：肝

細胞脂肪染色陽性、軽度肝細

胞空胞化、肝細胞の変異細

胞。 

情報なし 情報なし 

吸引性呼吸器有害性 情分類できない：データなし 情報なし 情報なし 
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１２．環境影響情報 

生態毒性： メチレンクロライド アミレン (安定剤 ) ブチルエステル 

水生環境急性有害性： 

区分2(水生生物に毒性 )：魚類 

(ファットヘッドミノー） 

LC50： 5.2mg/L/96H 

情報なし 情報なし 

水生環境慢性有害性： 

区分2(長期的影響により水生

生物に毒性)：急性毒性区分 

2、生物蓄積性低いが

(BCF=40)、急性分解性がない 

(BODによる分解度：13%)。 

情報なし 情報なし 

 

環境中の挙動： 

・環境に放出されたメチレンクロライドの大部分は蒸発して大気中に存在している。 

・大気中の寿命は0.41年（推定値）で、直接光分解しないが、光化学的に生成されたヒドロキシルラジカルと反

応して分解する。また、オゾン破壊係数（ODP）は0.007、地球温暖化係数（HGWP）（CFC-11＝1）は0.002で非常

に小さい。 

・メチレンクロライドは、動物または植物連鎖に蓄積されないとされている。 

分解性： 

・難分解性（BOD： 13%） 

生体蓄積性： 

・低濃縮性（コイ）（濃縮倍率 13倍以下／6週） 

環境基準： 

・水質汚濁に係る環境基準 人の健康の保護に関する環境基準  0.02 mg/ﾘｯﾄﾙ以下（年間平均値） 

地下水の水質汚濁に係る環境基準  0.02 mg/ﾘｯﾄﾙ以下（年間平均値） 

・土壌の汚染に係る環境基準      0.02 mg/検液ﾘｯﾄﾙ以下 

・大気の汚染に係る環境基準       0.15 mg/m3以下（1年間平均） 

 

１３．廃棄上の注意 

「7．取扱い及び保管上の注意」の項による他、水質汚濁防止法の有害物質及び特定施設（洗浄施設・蒸留施

設）並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特別管理産業廃棄物であるため、これらの関係法令に従っ

て適性に処理する。また、各地域の条例等で廃棄に関する規定がある場合はこれに従う。 

大量の場合： 

・特別管理産業廃棄物の処理等にあたっては、焼却を行なう等環境汚染とならない方法で処理・処分する。 

・処理等を外部の業者に委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業者に

産業廃棄物管理票（マニフェスト）を亣付して委託し、関係法令を遵守して適性に処理する。  

尐量の場合： 

・メチレンクロライドを拭き取ったウエスや尐量の液といえども、そのまま埋め立て、投棄等をしては行けない。

必ず専用の密閉できる容器に一時保管して特別管理産業廃棄物として処理・処分する。 
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焼却する場合： 

・焼却すると塩化水素を発生するので、十分な可燃性溶剤、重油等の燃料と共にアフターバーナー、スクラバー

等を具備した焼却炉でできるだけ高温（850℃以上）で焼却し、排ガスは急冷後、中和処理を行う。 

使用済容器： 

・空容器は、そのままで再利用や廃棄処分をしない。再利用や処分をする際は、メチレンクロライドがなくなるま

で洗浄し、洗浄液は無害化処理をする。 

 

１４．輸送上の注意 

国際規制： メチレンクロライド 

海上輸送規制情報： IMOの規定に従う(毒物類) 

国連番号   UN  No. 1593 

品名 (国連輸送名）  Shipping Name: DICHLOROMETHANE 

国連分類  Class: 6.1 

容器等級  Packing  Group: Ⅲ 

海洋汚染物質 (該当・非該当） Y類物質同等指定物質 

 

航空規制情報：ICAO/IATA規定に従う(毒物) 

国連番号   UN  No. 1593 

品名 (国連輸送名）  Shipping Name: Dichloromethane 

国連分類  Class: 6.1 

容器等級  Packing  Group: Ⅲ 

 

国内規制： メチレンクロライド 

陸上規制情報： 非該当 

海上輸送規制情報：船舶安全法の規定に従う。 

国連番号   UN  No. 1593 

品名 (国連輸送名） ジクロロメタン 

国連分類 6.1 

容器等級 Ⅲ 

海洋汚染物質 (該当・非該当） Y類物質同等指定物質 

 

航空規制情報：航空法の規定に従う。 

国連番号   UN  No. 1593 

品名 (国連輸送名） ジクロロメタン 

国連分類 6.1 

容器等級 Ⅲ 
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輸送時の安全対策及び条件： 

・堅ろうで容易に変形、破損しない容器に入れて輸送する。 

・運搬に際しては、容器の漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確

実に行ない、包装容器が著しく摩擦または揺動しないように積載する。  

・輸送中は40℃以下に保つように日除け等の処置を講ずる。 

・運搬中に当該製品が漏洩する等、災害が発生する可能性がある場合には、災害防止の応急措置を講ずると

共に、もよりの消防機関や関係機関に通報する。 

・輸送時にはイエローカードを携帯する。 

 

１５．適用法令 

（１）労働基準法 

・第62条（危険有害業務の就業制限） 第2項 18歳未満年尐者の危険有害業務の就業制限 

・第75条（療養補償）第2項（業務上疾病） 

○労働基準法施行規則 

・第34条の3（満18歳未満の訓練生を危険有害業務に就業させることができる場合） 

別表第1（危険有害業務の範囲並びに使用者が構ずべき措置の基準） 就業制限 

及び就業禁止の根拠規定：年尐者労働基準規則第8条第33号  

・第35条（業務上の疾病の範囲）  

別表第1の2  第4号（化学物質等による疾病） 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化

合物（合金を含む。）にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの 

○労基法規則別表第1の2第4号に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物並びに労働大臣

が定める疾病を定める告示（平成8年3月29日付、労働省告示第33号） 

・脂肪族化合物 脂肪族炭化水素及びそのハロゲン化合物 ： ジクロルメタン  

症状又は障害：頭痛、めまい、嘔おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道・肺障害 

○年尐者労働基準規則 

・ 第8条（年尐者の就業制限の業務の範囲） 第1項 第32号 有害物を取り扱う業務 第33号 有害物のガス、

蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 

○労基法施行規則別表第1の年尐者労働基準規則第8条第33号の業務に係る個別的措置基準第5項、第6項

及び第7項の規定に基づく有害性が高度、中度及び低度な有害物（昭和35年労働省告示1号） 

・ 3 基準第7項の有害性が低度な有害物 ジクロルメタン 

（２）労働安全衛生法（安衛法） 

・第14条（作業主任者） 

・第28条（技術上の指針等の公表等） 第3項 

ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針（平成14年(2002)1月21日健康障害を防止するため

の指針公示第12号） 

［ジクロロメタンのばく露を低減するための措置、作業環境測定（記録30年間保存），労働衛生教育（4.5

時間以上），製造・取扱作業に従事する労働者の把握（記録30年間保存）］ 

・第28条の2（事業者の行うべき調査等） 

  第1項 危険有害性調査及び健康障害を防止するため必要な措置 
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  第2項 厚生労働大臣が指針を公表 

・第57条（名称等を表示すべき物質） 

・第57条の2（文書（化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ））の亣付等） 

・第57条の5（国の援助等） 

変異原性等が認められた化学物質の取扱いについて（平成9年12月24日 基発第770号の2 労働省労

働基準局長通達） 

  変異原性が認められた化学物質 

24号 塩化メチレン（ジクロロメタン） 

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針（平成5(1993)年5月17日 基発

第312号の3の別添1 労働省労働基準局長通達） 

（変異原化学物質によるばく露を低減するための措置、作業環境測定（記録30年保存）、労働衛生教育

（4時間以上）、危険有害性等の表示、製造・取扱い作業に常時従事する労働者の把握（記録30年間保

存）） 

・第59条（安全衛生教育） 

・第65条（作業環境測定） 

・第65条の2（作業環境測定の結果の評価） 

・第66条（健康診断） 

・第66条の3（健康診断の結果の記録） 

・第101条（法令等の周知）（法令、MSDSの労働者への周知）  

○安衛法第28条の2第2項に基づく危険有害性等の調査等に関する指針公示（平18.3.10）（「危険有害性等の

調査等に関する指針」） 

○ 安衛法第28条の2第2項に基づく危険有害性等の調査等に関する指針に関する公示（「化学物質等による

危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（適用平成18．4．1）、「化学物質等による労働者の健康障害を

防止するため必要な措置に関する指針」（平12．3．31）は廃止）  

○労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章（平成18年 厚労省

告示第619号） 

・ JIS Z7251（GHSに基づく化学物質等の表示）に定める絵表示 

○労働安全衛生法施行令 

・第6条（作業主任者を選任すべき作業）  

22屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部等における作業において、別表第6の2に掲げる有機

溶剤（5%以上含有する混合物を含む）を製造又は取り扱う業務 

・第18条（名称等を表示すべき危険物及び有害物） 

14の7ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）（1%以上含有）39表示対象物質を含有する製剤で厚労省令

で定めるもの 

・第18条の2（名称等を通知すべき危険物及び有害物） 

  別表第9 

257ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）（0.1%以上含有） 

634通知対象物質を含有する製剤で厚労省令で定めるもの 

 



 

 

 16 / 24 

 

・第21条（作業環境測定を行なうべき作業場）  

10屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部等における作業において、別表第6の2に掲げる有機

溶剤（5%以上含有する混合物を含む）を製造又は取り扱う業務 

・第22条（健康診断を行なうべき有害な業務）第1項  

6屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部等における作業において、別表第6の2に掲げる有機溶

剤（5%以上含有する混合物を含む）を製造又は取り扱う業務 

・別表第6の2（有機溶剤） 

29ジクロルメタン（別名二塩化メチレン） 

55有機溶剤のみの混合物 

○労働安全衛生規則 

・第16条（作業主任者の選任） 

有機溶剤作業主任者 

・第24条の2（自主的活動の促進のための指針） 

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（平成11年4月30日 平成11年労働省告示第53号） 

・第30条（名称等を表示すべき危険物及び有害物） 

令第18条第39号に該当する製剤 

別表第2 ジクロルメタン（二塩化メチレン）を1%以上含有する製剤  

・第32条（名称等の表示方法） 

・第33条（名称等の表示項目） 

・第34条（文書の亣付） 

・第34条の2（名称等を通知すべき危険物及び有害物） 

令別表第9第634号厚労省令で定めるもの 

別表第2の2  ジクロルメタン（二塩化メチレン）を0.1%以上含有する製剤 

・第576条（有害原因の除去） 

・第577条（ガス等の発散の抑制等） 

・第579条（排気の処理） 

○有機溶剤中毒予防規則 

・第1条第1項第4号（第2種有機溶剤等） 

 イ 令別表第6の229 ジクロルメタン（別名二塩化メチレン） 

 ハ イを5%以上含有するもの 

・第19条（有機溶剤作業主任者の選任） 

・第24条（掲示） 

・第25条（有機溶剤等の区分の表示） 

・第29条（健康診断） 

○作業環境測定基準 

・第13条（有機溶剤の濃度の測定） 

別表第2ジクロルメタン（別名 二塩化メチレン） 

○作業環境評価基準 

・第2条（測定結果の評価） 別表（管理濃度） 63 ジクロルメタン（別名 二塩化メチレン） 50ppm  
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○有機溶剤中毒予防規則第24条第2項規定の掲示事項・掲示方法を定める告示（昭和53年8月7日労働省告

示第88号） 

（３）作業環境測定法 

（４）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法） 

・第2条第5項（定義等） 第二種監視化学物質（厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣が指定） 

（平成16年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省 省令第5号公示） 

○厚生省／通商産業省告示第10号(昭和62年5月25日) 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づく第二種監視化学物質（平成16年

4月1日施行 指定化学物質を第二種監視化学物質と改正） 

  通し番号371  ジクロロメタン(別名塩化メチレン)  (2)―36 

（５）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

（化学物質管理促進法又は化管法、PRTR法） 

（公布平成11年(1999)7月13日 施行平成12年(2000)3月30日） 

・第2条（定義）第2項（第1種指定化学物質） 

・第2条第5項（第1種指定化学物質等取扱事業者） 

・第3条（化学物質管理指針） 

・第5条（排出量等の把握及び届出（ＰＲＴＲ）） 

排出量等の把握の開始  平成13年(2001)4月 

排出量等の届出（第1回）平成14年(2002)4月以降 

・第14条（指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ）の提供） 

ＭＳＤＳの亣付の開始 平成13年(2001)1月 

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 

（公布平成12年（2000年）3月29日 施行平成12年（2000年）3月30日） 

・第1条（第1種指定化学物質） 

別表第1 145号 ジクロロメタン（別名 塩化メチレン） 

注）平成20.11.21法改正（平成23年4月以降の届出は、ジクロロメタン新政令番号186号で届出）  

・第3条（業種） 

製造業（全業種）、機械修理業、廃棄物処分業（特別管理産業廃棄物処分業を含む） 

高等教育機関（付属施設を含む）、自然科学研究所等 

・第4条（第1種指定化学物質量取扱い事業者の要件） 

第3条の業種に該当し、かつ①及び②のすべての要件に該当する事業者 

①事業活動に伴い取扱う第1種指定化学物質の質量 

  年間（4月初めから翌年3月末まで）取扱量 1トン以上 

②常時使用する従業員の数 21人以上 

・第5条（法第2条第5項第1号の政令で定める要件） 

第1種指定化学物質量の割合 1％以上（質量） 

○告示（公表 平成12年（2000）3月30日） 

・指定化学物質取扱事業者が構ずべき第1種指定化学物質等及び第2種指定化学物質等の管理に係る措置に

関する指針（化学物質管理指針） 
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（製造・使用その他の取扱い設備の改善・管理方法、製造過程における回収・再利用等使用の合理化、

管理方法・使用の合理化並びに排出状況の国民の理解の増進、性状・取扱いに関する情報の活用） 

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 

（公布平成13年(2001)3月30日施行平成13年(2001)4月1日）  

（６）環境基本法 

・第16条（環境基準） 

○水質汚濁に係る環境基準について（昭46環告59、平15環告123） 

・別表1 人の健康の保護に関する環境基準  

ジクロロメタン 0.02mg／ﾘｯﾄﾙ以下（年間平均値） 

○地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平9環告10、平11環告16）  

・別表 ジクロロメタン 0.02mg／ﾘｯﾄﾙ以下（年間平均値） 

○土壌の汚染に係る環境基準について（平3環告46、平成20環告46）      

・別表 ジクロロメタン 0.02mg／検液ﾘｯﾄﾙ以下  

○ベンゼン等（有害大気汚染物質）による大気の汚染に係る環境基準について（平9環告4、平13環告30） 

・別表 ジクロロメタン 0.15mg／m3以下（1年平均） 

（７）水道法 

・第4条（水質基準） 

○水質基準に関する省令0.02mg／ﾘｯﾄﾙ以下 

（８）水質汚濁防止法 

・第2条（定義） 第2項「特定施設」 

         第7項「有害物質」、「有害物質使用特定施設」、「有害物質使用特定事業場」 

・第3条（排水基準） 

・第5条（特定施設の設置の届出） 

・第6条（経過措置） 

都道府県知事への届出 特定施設になった日から30日以内 

・第12条第2項（排出水の排出の制限） 

特定施設になった日から6ヶ月間 適用しないただし、既に特定事業場である時は、この限りでない（排

水基準に適合しない排水を排出してはならない） 

・第12条の3（特定地下浸透水の浸透の制限） 

有害物質を含む地下浸透水（0.002mg／ﾘｯﾄﾙ以上）の地下への浸透の禁止 

・第14条の3（地下水の水質の浄化に係る措置命令等） 

○水質汚濁防止法施行令 

・第1条（特定施設） 

    別表第1 （特定施設） 

第71号の5 ジクロロメタンによる洗浄施設 

第71号の6 ジクロロメタンによる蒸留施設 

・第2条（カドミウム等の物質） 人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質（「有害物質」） 

     第11号 ジクロロメタン 

○水質汚濁防止法施行規則 
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・第9条の3（地下水の水質の浄化に係る措置命令等）浄化基準 0.02mg／ﾘｯﾄﾙ 

○排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号、最終改正平成19年環境省令第14号） 

・第1条（排出基準） 別表第1 （許容限度）   0.2mg／ﾘｯﾄﾙ 

（９）特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

・第2条（定義）（特定工場） 

・第3条（公害防止統括者の選任） 

・第4条（公害防止管理者の選任） 

・第5条（公害防止主任管理者の選任） 

・第6条（代理者の選任） 

（10）下水道法 

・第12条の2（特定事業場からの下水の排除の制限） 

・第12条の3（特定施設の設置等の届出） 

○下水道法施行令 

・第9条の4（特定事業場から下水の排除に係る水質の基準） 0.2mg／ﾘｯﾄﾙ以下 

（11）大気汚染防止法（ VOC規制） 

・第 2条（定義） 第 4号「揮発性有機化合物（ VOC）」  VOC該当 

           第 5号「 VOC排出施設」 

第 2章の 2  VOCの排出の規制等 

・第 17条の 2（施策等の実施の指針） 

・第 17条の 3（排出基準） 

・第 17条の 4（ VOC排出施設の設置の届出） 

・第 17条の 5（経過措置） 

・第 17条の 11（ＶＯＣ濃度の測定） 

○大気汚染防止法施行令 

・第 2条の 2（ VOC排出施設） 

別表第 1の2 一 化学製品製造溶剤乾燥施設（送風機能力 3,000㎥ /h以上） 

        八 工業用洗浄施設（空気に接する VOC液面が5㎡以上） 

○大気汚染防止法施行規則 

・第9条の2（VOC排出施設の設置等の届出） 

・第15条の2（VOC排出基準） 

別表第5の2 一 化学製品製造溶剤乾燥施設（600ppmC） 

        八 工業用洗浄施設（400ppmC） 

・第15条の3（VOC濃度の測定）年2回以上測定 

○事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進について（平成13年6月5日通知）産局第2号・製局第5号 

（経済産業省産業技術環境局長・製造産業局長発 関係業界団体代表者あて）、環管大194号（環境省通知） 

○事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針（平成13年6月改正） 

自主管理計画の策定 

 別表1 有害大気汚染物質（ジクロロメタン） 
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（12）土壌汚染対策法 

・第2条（定義）特定有害物質 

・第3条（使用が廃止された特定施設の土地調査） 

○土壌汚染対策施行令 

・第1条（特定有害物） 11 ジクロロメタン（別名塩化メチレン） 

○土壌汚染対策施行規則 

・第4条（試料採取等を行う区画の選定） 第3項 第2号 イ 「第1種特定有害物質」（区分・揮発性有機化合物・

ジクロロメタン該当）  

・第5条（試料採取等の実施） 

・第18条（指定区域の指定に係る環境基準）第1項 

別表第2 特定有害物質の種類ジクロロメタン 

 要件検液１リツトルにつき0.02mg以下 

（13）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

・第2条（定義）第5項「特別管理産業廃棄物」は産業廃棄物のうち政令で定めるもの 

・第12条の2（事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理） 

「特別管理産業廃棄物処理基準」、「特別管理産業廃棄物保管基準」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」、

「特別管理産業廃棄物処分業者」、「特別管理産業廃棄物管理責任者」、「多量排出事業者」 

・第12条の3（産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）） 

・第12条の5（電子情報処理組織の使用（電子マニフェスト）） 

・第14条の4（特別管理産業廃棄物処理業）収集、運搬、処理 

「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」、「特別管理産業廃棄物処分業者」 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

・第2条の4（特別管理産業廃棄物） 第5号 特定有害産業廃棄物 

 タ 廃油（廃溶剤（ジクロロメタン））及び廃油処理物 

 テ 汚泥、廃酸又は廃アルカリであってジクロロメタンを含むもの 

  別表第3 第17号、第36号 

  別表第5 第11号 

・第6条の5（特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準） 

・第6条の6（事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準） 

・第6条の7（特別管理産業廃棄物の多量排出事業者）発生量50ｔ以上の事業場を設置する事業者 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

・第1条の2（令第2条の4の環境省で定める基準）第17項 廃油（ジクロロメタン）処理物 

                             第36項 汚泥、廃酸、廃アルカリ、その処理物 

  別表第1 第11号 廃酸、廃アルカリについてジクロロメタン2mg/試料1ﾘｯﾄﾙ以下 

○金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 

（昭和48年総理府令第5号「判定基準省令」） 

第3条（特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準） 

有害な産業廃棄物に係る判定基準ジクロロメタン 

汚泥   0.2mg/検液ﾘｯﾄﾙ以下 
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廃酸・廃アルカリ  2mg/検液ﾘｯﾄﾙ以下 

上記以外のもの  0.2mg/検液ﾘｯﾄﾙ以下 

（14）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（マルポール条約関係国内法） 

・第3条（定義） 第3号 有害液体物質  

・第9条の2（船舶からの有害液体物質の排出の禁止） 

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令 

・第1条の2（海洋環境の保全の見地から有害である物質） 

別表第1 二 Y類物質等 ロ Ｙ類物質同程度有害指定物質 

・第1条の10（船舶からの有害液体物質の排出基準） 

・第1条の11（船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質）  

別表第1の6（事前処理の方法に関する基準）  

別表第1の7（有害液体物質の排出海域基準、排出方法基準） 

○環境省告示第148号（06.12.25） 

・施行令別表第1第2号ロ Y類物質と同等と環境大臣が指定する物質 

（66） ジクロロメタン 係数 25 

（15）特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル条約国内法） 

・第2条第1項（特定有害廃棄物）第1号イ  

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに規定する物 

（公布平成10年11月6日環境庁・厚生省・通産省告示1号、改定平成13年12月26日経産省・環境省告示7号） 

別表第2 

三 有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物 

15 廃ハロゲン化有機溶剤 

   （条約付属書Ⅷ A表 A3150 ハロゲン化された有機溶剤の廃棄物）  

別表第3 

38 ハロゲン化された有機溶剤を含むもの イ ジクロロメタン 0.1％以上 

（16）港則法 

・第21条第2項 「危険物」の種類は国土亣通省令で定める 

○港則法施行規則 

・ 第12条（危険物の種類） 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号に定める危険物及び同条第1号の2ば

ら積み液体危険物（毒物類）のうち告示で定めるもの 

○港則法施行規則の危険物の種類を定める告示（昭和54年9月27日運輸省告示第547号、平成13年12月21日

国土亣通省告示第1777号） 

・危規則第2条第1号二(1)に定める毒物(危険物告示別表第1の項目の欄に掲げる項目が毒物のものであつて、

同表の容器等級の欄に掲げる容器等級が「3」のもの）  

（17）船舶安全法 

○危険物船舶運送及び貯蔵規則（危規則） 

・第2条（用語） 第1号 危険物 ヘ 毒物類 （1）毒物（告示で定める） 

・第3条（分類等） 第1項 危険物の分類 六 毒物類 

○船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和54年9月27日運輸省告示第549号） 
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・第2条（危険物等） 第7項 規則第2条第1号ヘ（1） 別表第1 分類が毒物であるもの 

別表第1 1593 ジクロロメタン（塩化メチレン） （毒物類） 分類6.1 容器等級3 

（18）航空法 

・第86条（爆発物等の輸送禁止） 

○航空法施行規則 

・第194条（輸送禁止の物件） 第1項 第6号 毒物類 イ 毒物 

                   第2項 前項除外物件 第1号 告示で定める物件 

○航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示 

（運輸省告示第572号 昭和58年11月15日） 

・第1条（定義） 第1項 「輸送許容物件」 第2項 「分類」 第3項 「区分」 第4項 「等級」 

・第2条（分類及び区分） 毒物類 毒物 6.1  

・第4条（規則第194条第2項第1号の告示で定める物件）  輸送許容物件 

別表第1 輸送許容物件 ジクロロメタン 区分番号 6.1 
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注意） 

このＭＳＤＳの記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しております。 

このＭＳＤＳに記載したデータや評価に関して、いかなる保証をするものではありません。 

本製品は一般工業用化学品です。このＭＳＤＳでは一般工業用化学品として、通常の取扱いを対象とした注意

事項を記載しています。特別な用途や取扱いをする場合には、本品の危険性、有害性を考慮して、それぞれの

用途に適した取扱いを行い、製品の安全性を確認してご使用ください。  

このＭＳＤＳに記載した適用法令は、すべての規制、法令を示すものではありません。本品を使用する各地域

の条例や、使用する用途に関する規制・条例などは、本品の使用者が確認してください。 


